
高円宮杯第 23 回全日本ﾕ-ｽ(U-15)ｻｯｶ-選手権 神奈川県大会 

兼 第 2 回神奈川県 U-15 ｻｯｶ-選手権大会 要項 
 

１．名  称 高円宮杯第 22 回全日本ﾕ-ｽ(U-15)ｻｯｶ-選手権神奈川県大会 

 

２．主  催 (財)日本ｻｯｶ-協会、(社)神奈川県ｻｯｶ-協会 

 

３．主  管 (社)神奈川県ｻｯｶ-協会第 3 種大会部会 

 

４．期  日 2011 年 8 月 20 日(土)~10 月 16 日(日) 

        準々決勝 10 月 8 日(土)、準決勝 10 月 10 日(月･祝) 

3 決･決勝 10 月 16 日(日) 

 

５．会  場 神奈川県内各地 

 

６．出場ﾁ-ﾑ 中学校、ｸﾗﾌﾞ、女子のうち、参加を希望するﾁ-ﾑ 

 

７．出場資格 1)(財)日本ｻｯｶ-協会に 2011 年 5 月 31 日までに加盟登録した団体(ﾁ-ﾑ)である事。 

 
2)上記 1)に 2011 年 5 月 31 日までに登録された選手である事。   但し､一家転住等

の理由により、上記期限以降に移籍または追加登録した選手が大会参加を希望する

場合、第 3 種大会部会が別途承認した場合に限り、大会参加を認める。 

 
3)1996 年 4 月 2 日以降の出生者であること。 

 
4) (財)日本ｻｯｶ-協会により｢ｸﾗﾌﾞ申請｣を承認された｢ｸﾗﾌﾞ｣に所属するﾁ-ﾑについては、

同一ｸﾗﾌﾞ内のﾁ-ﾑ間であれば移籍手続きを行なうことなく本大会に参加させる事が

できる。なお、本項の適用対象となる選手の年齢は第 4 種年代とし、第 3 種および

それ以上の年代の選手は適用対象外とする。 

 

5)選手数が不足している同種別の複数ﾁ-ﾑによる「合同ﾁ-ﾑ」の大会参加については、

次の条件を満たしている場合においてのみ認める事とする。 

但し 11 名以上の登録選手を有するﾁ-ﾑ同士の合同は不可とする。 

 ①合同するﾁ-ﾑおよびその選手はそれぞれ上記 1)および 2)を満たしている事。 

ｱ)極端な勝利至上主義を目的とする合同ではないこと。 

ｲ)大会参加申込みの手続きは､それぞれのﾁ-ﾑ代表者が協議の上､代表ﾁ-ﾑが行う。 

ｳ)合同ﾁ-ﾑとしての参加を県第 3 種大会部会が承認した場合。 

 

6)中学校体育連盟加盟ﾁ-ﾑは、その中学校に在籍し､かつ､(財)日本ｻｯｶ-協会の女子加盟

ﾁ-ﾑ登録選手を、移籍手続きを行うことなく、本大会に参加させる事ができる。  

但し、登録している女子加盟ﾁ-ﾑが本大会に参加している場合を除く。 

 

7)同一ﾁ-ﾑからは、複数ﾁ-ﾑの参加は認めない。 

 

8)県大会から本大会に至るまでに､同一選手が異なるﾁ-ﾑへ移籍後､再び同一大会に 

参加する事はできない。 

 
9)関東ﾕ-ｽ(U-15)ｻｯｶ-ﾘ-ｸﾞ 1･2 部に参加しているﾁ-ﾑは県予選を免除する。 

 

        10)優勝、準優勝、第 3･4 位までのﾁ-ﾑに高円宮杯第 23 回全日本ﾕ-ｽ(U-15) 

ｻｯｶ-選手権関東大会出場権を与える。 

 
 
 
 
 
 



高円宮杯第 23 回全日本ﾕ-ｽ(U-15)ｻｯｶ-選手権 

神奈川県大会  競技規則 
 

1) 組合せについて 

1．ﾄ-ﾅﾒﾝﾄ方式とし、ｼ-ﾄﾞは神奈川県(U-15)ｻｯｶ-ﾘ-ｸﾞ 2nd ｽﾃ-ｼﾞの成績を参考に抽選にて 

決定する。 ﾘ-ｸﾞに参加していないﾁ-ﾑは、ｼ-ﾄﾞの対象としない。 

2．関東ﾕ-ｽ(U-15)ｻｯｶ-ﾘ-ｸﾞ 1･2 部のﾁ-ﾑは、県予選免除で高円宮杯関東大会へ出場。 

3．全国中学校ｻｯｶ-大会及び日本 CY ｻｯｶ-選手権(U-15)に出場したﾁ-ﾑのｼ-ﾄﾞはしない。 

4．地域性は考慮しない。 

2) 試合時間はﾍﾞｽﾄ 16 まで 70 分(ｲﾝﾀ-ﾊﾞﾙ 10 分)とし､ﾍﾞｽﾄ 8 からは 80 分(ｲﾝﾀ-ﾊﾞﾙ 10 分)とし、

勝敗が決しないときは PK 方式により次回戦に進出するﾁ-ﾑを決定する。 

3) ﾙ-ﾙは 2011/2012 年度(財)日本ｻｯｶ-協会制定の「ｻｯｶ-競技規則」による。 

4) 選手登録は試合開始 30 分前迄に行い、所定のﾁ-ﾑ登録用紙で試合毎に登録した最大 25 名 

の選手の先発選手 11 名の背番号に“○ ”を付け、2 部(ﾍﾞｽﾄ 16 からは 3 部、さらに放送を 

行なう会場では 4 部)本部に提出する。 

5) 試合開始時に 11人に満たない場合は失格とし、それまでの試合結果は取り消すものとする。 

6) 選手は試合開始前の整列時に各自が写真付き選手証を持参する。 

なお、選手証を提出できない場合や選手証に写真のない選手の出場は認めない。 

但し､以下の場合､下記の書類を提示した場合について､例外としてその選手の出場を認める。 

※選手証再発行の選手が、県協会受付済印のある再発行書類に証明写真を貼り提示した場合。 

7) 交替に関しては、試合毎に登録した最大 25 名の選手中から最大 7 名の交代が認められる。 

なお、選手交替のすべての機会に交替用紙を使用する。(交替用紙はﾁ-ﾑが用意する。)                                                   

8) 準加盟登録以外のﾁ-ﾑは、外国籍選手の登録は 5 名迄とし 3 名までの出場を認める。 

9) 本大会において退場を命じられた選手は、次の 1 試合に出場できない。 

違反行為の内容によっては、それ以降の処置を第 3 種大会部会において決定する。 

10) 本大会期間中に警告を 2 回受けたものは、次の 1 試合に出場できない。 

11) 観客席のない会場においてはﾃｸﾆｶﾙｴﾘｱを使用しない。 

12) 決勝戦、3 位決定戦では、60 分前にﾏﾈ-ｼﾞｬ-ｽﾞﾐ-ﾃｨﾝｸﾞを実施する。 

13) 審判について、ﾍﾞｽﾄ 32 までは主審・副審とも有資格者の帯同審判員にて実施し、 

ﾍﾞｽﾄ 16 以降は主審・副審とも協会派遣で行なう。 

※帯同審判員は高校生以上の有資格者とし､該当試合前に写真付審判証を本部に提示する事。 

      ※すべての試合において、中学生の審判は認めない。 

     ※本部担当は、18 歳以上とする。(高校生不可) 

14) 試合球は、大会指定球を使用する。 

15) ﾁ-ﾑ登録用紙に登録できる試合毎の人数は、ｽﾀｯﾌ 6 名、選手 25 名とする。 

   ｽﾀｯﾌは原則として 18 歳以上とする。 

16) 参加費は別紙を参照し､期日までに確実に振り込む事とする。 

※有料の会場を使用した場合は、原則として経費を参加ﾁ-ﾑに追加請求するものとする。 

17)  ﾕﾆﾌｫ-ﾑ(ｼｬﾂ･ｼｮ-ﾂ･ｽﾄｯｷﾝｸﾞ)は、正・副 2 組の異なる色のﾕﾆﾌｫ-ﾑをﾁ-ﾑ登録用紙に記載し、必ず 

試合に持参する事。 尚､ﾕﾆﾌｫ-ﾑには背番号と前番号が付いていなければならない。 

また、審判員が通常着用する黒のｼｬﾂと類似するものは使用できない。 

18)  ﾕﾆﾌｫ-ﾑの広告表示は、(財)日本ｻｯｶ-協会ﾕﾆﾌｫ-ﾑ規程に基づき、(財)日本ｻｯｶ-協会において承認 

された場合のみ認められる。但し、中学校体育連盟加盟ﾁ-ﾑは、その規程により認めない。 

19)  ﾕﾆﾌｫ-ﾑの色彩が類似しており判別しがたいと主審が判断した時は、主審と両ﾁ-ﾑの監督の立会 

いのもとに、その試合において着用するﾕﾆﾌｫ-ﾑを決定する。 

20)  背番号は試合毎の登録とし、試合毎に提出するﾁ-ﾑ登録用紙に記入すること。 

21)  試合会場では会場責任者の指示に従いｻｯｶ-関係者としてのﾏﾅ-に十分心がけること。 

なお、会場内はすべて禁煙とし、ｻﾝﾀﾞﾙ履き等の軽装でﾍﾞﾝﾁに入らないこと。 

22)  ﾍﾞﾝﾁに入ることのできる当該試合の登録選手及びｽﾀｯﾌは､原則としてﾋﾞﾌﾞｽ等を着用し、ﾌﾟﾚ-

中の選手と判別をしやすくすること。 

   23)  ﾍﾞﾝﾁの使用について､対戦表左側のﾁ-ﾑがﾋﾟｯﾁに向かって左側のﾍﾞﾝﾁ､対戦表右側のﾁ-ﾑがﾋﾟｯﾁ

に向かって右側のﾍﾞﾝﾁを使用すること。 

24)  飲水ﾀｲﾑは､気象状況に応じて導入する。 

25)  監督会議以降の失格及び辞退等による参加費の返還はすべての場合において行わない。 

 
 



 
 
 
26) 学校行事(ﾃｽﾄ及び運動会)は、同回戦の期間内に消化可能な場合は考慮するものとする。 

運動会の予備日については考慮しない。 

同回戦の期間内に消化不可能な場合は、考慮しないものとする。 

また、会場提供の状況から調整不可能な場合も考慮しないものとする。 

27) 保護者等の応援を、ﾍﾞﾝﾁ脇やﾍﾞﾝﾁ裏で行うことを禁止する。 

指定された場所で応援するよう自ﾁ-ﾑ応援者に周知する事とする。 

なお、試合毎の登録選手以外の選手は保護者等の応援場所として指定された場所で応援する 

事とする。 また､試合前､ﾊ-ﾌﾀｲﾑ、試合終了後に試合毎に登録された指導者･選手以外がﾍﾞﾝﾁ 

に近づく事は禁止とする。 

     28)  ｳｫ-ﾑｱｯﾌﾟの場所、ﾎﾞ-ﾙの使用の有無は、会場提供ﾁ-ﾑの指示に従うこと。 

29)  ｻｯｶ-のｲﾒ-ｼﾞｱｯﾌﾟのため、会場において選手が袖なしのｱﾝﾀﾞ-ｼｬﾂのままでいる事を禁止する。 

30) 試合終了後は、次の試合のために速やかにﾍﾞﾝﾁから退出し、円滑な運営に協力する事。 

31) 選手は､前の試合が終了後直ちに競技本部前に集合する事。 

32) その他､試合参加時の選手の服装､ｺﾞﾐの持ち帰り､最終ﾁ-ﾑの会場整備､応援者等の迷惑駐車の 

禁止､指定箇所以外への立ち入り禁止等は、選手・応援者に周知し確実に守る事。   

     33) 雷事故防止については、別紙ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを遵守する。  

 
 
 

【大会事務局】 

中野 泰延 (SCH.FC) 

〒245-0016 

横浜市泉区和泉町 3220-1 

TEL    045-800-3401 
FAX     045-438-8506 

携帯  090-2724-2197 

e-mail  h.nakano@sch-fc.com 
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